
 

被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱 

 

（通 則） 

第１条 被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金（以下「補助金」という。）の交付

については，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）

によるほか，この要綱に定めるところによる。 

                                                                   

（交付の目的） 

第２条 補助金は，中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条

第１項に定める中小企業団体のうち事業協同組合，事業協同小組合，信用協同組合，協同

組合連合会，企業組合，協業組合，商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法

（昭和３７年法律第１４１号）に定める商店街振興組合（以下「組合等」という。）が行う

東日本大震災で被災した共同施設の災害復旧事業に要する経費の一部を補助することによ

り，被災中小企業の復旧を促進することを目的とする。 

 

（補助対象施設等） 

第３条 補助金の交付対象となる組合等の共同施設は，次に掲げるものとする。 

（１）組合が所有し，専ら組合事業に使用される組合会館及び組合事務所 

（２）前号に掲げるほか，激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行 

令（昭和３７年政令第４０３号，以下「激甚法施行令」という。）第２７条に規定する

倉庫，生産施設，加工施設，販売施設，検査施設，共同作業場及び原材料置場に該当

しないその他の共同施設で組合事業に必要不可欠なもの 

（３）信用協同組合，企業組合及び商店街振興組合においては，前各号に掲げるほか，激 

甚法施行令第２７条に規定する倉庫，生産施設，加工施設，販売施設，検査施設，共 

同作業場及び原材料置場に該当する共同施設で組合事業に必要不可欠なもの 

２ 補助金の交付対象となる施設及び設備等は，前項に定める組合等の共同施設のうち，次 

に掲げるものとする。 

（１）建物 

（２）建物以外の工作物 

（３）土地 

（４）設備（業務に不可欠な機械及び装置（前項第２号及び第３号に該当する場合に限り， 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）に定める特殊自動車及び特種用途自動 

車を含む。）を含む。） 

 なお，災害を受けた共同施設の残存物件の取壊しに要する費用，整地費，排土費を附帯

工事費として算入するものとする。 

 

（補助率等） 

第４条 知事は，交付申請書の審査及び必要に応じた現地調査等に基づき補助の対象とされ

た事業について，組合等の所有する前条で定める共同施設の災害復旧事業の経費を補助す

る場合には，当該経費が百万円以上となる事業に対して，予算の範囲内において一組合当



たりにつき当該経費の２分の１以内の額又は２千万円のいずれか低い額を交付する。 

 

第５条 補助の対象とする共同施設のうち組合会館及び組合事務所においては，施設内で員

外利用者の利用率が利用者全体の２０パーセントを超える箇所は，その用途が利用構成員

（協業組合にあっては，組合員。協同組合連合会及び商工組合連合会にあっては，その会

員たる組合の組合員を含む。）への直接奉仕にあたらないものとして補助の対象としない。 

２ 次のいずれかに該当する共同施設は，組合等の運営上経済的効果の小さいものとして補

助の対象としない。 

（１）利用者が利用構成員の３０パーセント未満である共同施設  

（２）利用構成員が生産事業，販売事業等の資格事業の一部を実施する際利用する組合等 

の共同施設ではないもの 

（３）定款に記された組合等の事業を行うために利用される共同施設ではないもの 

３ 次のいずれかに該当する共同施設は，規模又は能力が当該施設を利用する利用構成員の

規模や利用量に比して著しく大であるものとして補助の対象としない。 

（１）利用構成員全体の事業規模が共同施設の能力の８０パーセント未満である施設 

（２） 共同施設を利用する構成員数が利用構成員の３０パーセント未満である施設 

４ 信用協同組合を除く組合等においては，次のいずれかに該当する共同施設を補助の対象

としない。 

（１）その施設の災害復旧事業に要する経費の総額を利用構成員の数で除して得た額が十 

万円未満の組合等の共同施設 

（２）利用構成員のうち，激甚災害による被災区域内に事業所を有し，かつ，当該激甚災 

害により当該区域内にある事業所又は主要な事業用資産について全壊，流失，半壊， 

床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたものの数が利用構成員の総数の百分の三 

十を超えない組合等の共同施設 

 

（交付申請） 

第６条 組合等は，補助金の交付を受けようとするときは，様式第１による補助金交付申請

書をその定める日までに知事に提出しなければならない。 

２ 組合等は，前項の補助金の交付の申請をするにあたって，当該補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として

控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消

費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし，申請時

において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては，この限りでない。 

 

（交付決定及び通知） 

第７条 知事は，前条の規定により補助金交付申請書の提出があり，適正と認めるときは補

助金の交付決定を行い，様式第２による補助金交付決定通知書により組合等に通知するも

のとする。 



２ 知事は，前項による交付の決定を行うにあたっては，前条第２項により補助金に係る消

費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては，これを審査し，

適当と認めた時は，当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。 

３ 知事は，前条第２項のただし書による交付の申請がなされたものについては，補助金に

係る消費税等仕入控除税額について，補助金の額の確定において減額を行うこととし，そ

の旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

４ 知事は，第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 組合等は，前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付され

た条件に対して不服があり，補助金の交付の申請を取り下げようとするときは，その交付

決定の通知を受けた日から２０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければな

らない。 

 

（補助事業の内容及び経費の配分の変更） 

第９条 組合等は，補助事業（補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。）の内容及

び経費の配分の変更をしようとするときは，あらかじめ様式第３による申請書を知事に提

出し，その承認を受けなければならない。ただし，軽微な変更についてはこの限りでない。 

２ 知事は，前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し又は条件を

付することができる。 

 

（交付申請前施工工事） 

第１０条 交付申請前において既に施工済み又は施工中の工事については，復旧事業の対象

とされた事業に限り，補助対象とする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 組合等は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ，様式

第４による申請書を知事に提出し，その承認を受けなければならない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１２条 組合等は，補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき

又は補助事業の遂行が困難になったときは，速やかに，様式第５による補助事業遅延等報

告書を知事に提出し，その指示を受けなければならない。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第１３条 組合等は，第７条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は

一部を知事の承諾を得ずに，第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，信用

保証協会，資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定

する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の

２に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては，この限りでない。 



２ 知事が第１６条第１項の規定に基づく確定を行った後，組合等が前項ただし書に基づい

て債権の譲渡を行い，組合等が知事に対し，民法（明治２９年法律第８９号）第４６７条

又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律

第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依

頼を行う場合には，知事は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に

掲げる異議を留めるものとする。また，組合等から債権を譲り受けた者が知事に対し，債

権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７条又は債権譲渡特例法第

４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。 

（１）知事は，組合等に対して有する請求債権については，譲渡対象債権金額と相殺し， 

  又は，譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

（２）債権を譲り受けた者は，譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は 

  これへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。 

（３）知事は，組合等による債権譲渡後も，組合等との協議のみにより，補助金の額その 

他の交付決定の変更を行うことがあり，この場合，債権を譲り受けた者は異議を申し 

立てず，当該交付決定の内容の変更により，譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の 

対応については，専ら組合等と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなけれ 

ばならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて組合等が第三者に債権の譲渡を行った場合においては，知事

が行う弁済の効力は，宮城県財務規則（昭和３９年宮城県規則第７号）に基づき知事が出

納長に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。 

 

（状況報告） 

第１４条 組合等は，補助事業の遂行及び支出状況について知事の要求があったときは，様

式第６により，速やかに状況報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１５条 組合等は，補助事業が完了したとき又は第１１条の規定による廃止の承認を受け

たときは，その日から１か月を経過した日又は翌年度４月１０日のいずれか早い日までに，

様式第７による補助事業実績報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 組合等は，前項の実績報告を行うにあたって，補助金に係る消費税等仕入控除税額が明

らかな場合には，当該消費税等仕入控除額を減額して報告しなければならない。 

３ 補助事業の実施期間内において会計年度が終了したときは，翌年度４月３０日までに第

１項に準ずる報告書を提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１６条 知事は，前条の報告を受けた場合には，報告書等の書類の審査及び必要に応じて

現地調査等を行い，その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第

９条に基づく承認をした場合は，その承認された内容）及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，組合等に通知する。 

２ 知事は，組合等に交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額を超える



補助金が交付されているときは，その超える部分の補助金の返還を命じる。 

３ 前項の補助金の返還期限は，当該命令のなされた日から２０日以内とし，期限内に納付

がない場合は，未納に係る金額に対して，その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パ

ーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の支払） 
第１７条 補助金は，前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち，支払うものとす

る。ただし，補助金の交付決定後に必要があると認められる場合には，概算払をすること

ができる。 

２ 組合等は，前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは，様式第８による補

助金精算（概算）払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定等の取消し等） 

第１８条 知事は，第１１条による承認をしたときは，第７条による補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消し，又は変更することができる。 

２ 知事は，組合等が補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に

違反したときは，補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。 

３ 知事は，前項の規定による取消し又は変更を行ったときは，期限を付して，既に交付し

た補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

４ 知事は，第２項に基づく取消しを行い，前項に基づく補助金の返還を命ずる場合には，

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利１０．９５パーセ

ントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。 

５ 第３項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については，第１６条第３項の規

定を準用する。 

 

（補助金の経理等） 

第１９条 組合等は，補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理

し，かつ，これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存し

なければならない。 

２ 組合等は，本条第１項の証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）

の日の属する年度の終了後５年間，知事の要求があったときは，いつでも閲覧に供せるよ

う保存しておかなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第２０条 組合等は，補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には，様式第９により速やかに知

事に報告しなければならない。 

２ 知事は，前項の報告があった場合には，当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

の全額又は一部の返還を命ずる。 

３ 第１６条第３項の規定は，前項の返還の規定について準用する。 

 



（財産の管理） 

第２１条 組合等は，補助事業により組合等が取得し又は効用が増加した財産（以下「取得

財産等」という。）について，その台帳を設け，その保管状況を明らかにしておかなければ

ならない。 

２ 組合等は，補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理す 

るとともに，補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第２２条 規則第２１条第２号及び第３号に規定する知事が定める財産は，この補助金によ

り取得し，又は効用の増加した価格が５０万円以上の財産とする。 

２ 規則第２１条ただし書に規定する知事が定める期間は，減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して，知事が別に定める期間とする。 

３ 組合等は，前項の規定によりに定められた期間内において，補助事業により取得し又は

効用が増加した財産を他の用途に使用し，他の者に貸付け若しくは譲渡し，他の物件と交

換し又は債務の担保に供しようとする（以下「取得財産等の処分」という。）ときは，様式

第１０によりあらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

この場合において知事は，当該取得財産等が別に定める期間を経過している場合を除き，

組合等が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは，その収入の全部又は一部

を納付させることがある。 

 

（その他必要な事項） 

第２３条 補助金の交付に関するその他必要な事項は，知事が別に定める。 

 

      附 則 

 この要綱は，平成２３年１１月８日から施行し，東日本大震災による災害復旧にかかる補

助事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

 

宮城県知事          殿 

 

                       所在地 

                       名称 

                       代表者 

 

平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付申請書 

 

 標記の補助金に係る事業を下記のとおり行いますので，被災中小企業組合等共同施設等復

旧支援費補助金交付要綱第６条の規定に基づき補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１．補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

 (1) 補助事業に要する経費                円 

 (2) 補助金交付申請額                 円 

２．補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分 

  （別紙１「補助事業計画」のとおり） 

３．補助事業完了予定期日          年  月  日 

 

 

４．補助金所要額－消費税等仕入控除税額＝補助金額 

             円－      円＝      円  

 

 

（注）１．補助金交付申請額は２千万円を超えないこと。 

２．本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 



   様式第１‐（別紙１） 
           

整理番号   

                  
※記入不要 

    

 
組合別補助事業計画書組合別補助事業計画書組合別補助事業計画書組合別補助事業計画書    

                        
 

１１１１－－－－１１１１    事業内容事業内容事業内容事業内容    
                    

 
（1）組合の概要 

                    

 
 組合名   

 
 組合事務所所在地   

 
 代表理事 役職・氏名   

 
 組合員の業種   

 
 組合の事業   

 
 出資金 万円  利用構成員（組合員）数 名（現   名：  名増・減） 

 
 設立年月日           年     月     日  組合の事業区域  

 
 組合区分 

 □ 事業協同組合     □ 協業組合      □ 企業組合 

 □ 事業協同小組合    □ 商工組合      □ 信用協同組合 

 □ 協同組合連合会    □ 商工組合連合会   □ 商店街振興組合 

 
 担当者 

 所属： 

 役職・氏名： 

 電話番号:                   FAX： 

 E-mail: 

 
※※※※１１１１) ) ) ) 利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員（（（（組合員組合員組合員組合員））））数数数数はははは，，，，協同組合連合会及協同組合連合会及協同組合連合会及協同組合連合会及びびびび商工組合連合会商工組合連合会商工組合連合会商工組合連合会にあってはにあってはにあってはにあっては，，，，そのそのそのその会員会員会員会員たるたるたるたる組合組合組合組合のののの組合員数組合員数組合員数組合員数をををを含含含含むむむむ。。。。    

    

 
※※※※２２２２) ) ) ) 出資金及出資金及出資金及出資金及びびびび利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員（（（（組合員組合員組合員組合員））））数数数数はははは，，，，平成平成平成平成 23232323 年年年年 3333 月月月月 11111111 日現在日現在日現在日現在のののの数値数値数値数値をををを記入記入記入記入することすることすることすること。。。。被災後被災後被災後被災後のののの増減増減増減増減についてもについてもについてもについても記入記入記入記入することすることすることすること。。。。    

   

 
※※※※３３３３) ) ) ) 組合員組合員組合員組合員のののの業種業種業種業種，，，，組合組合組合組合のののの事業及事業及事業及事業及びびびび組合組合組合組合のののの事業区域事業区域事業区域事業区域はははは定款定款定款定款にににに基基基基づきづきづきづき記入記入記入記入することすることすることすること。。。。    

        



 
2222----1111    復旧事業復旧事業復旧事業復旧事業をををを行行行行うううう施設施設施設施設のののの内容内容内容内容    【【【【共同施設共同施設共同施設共同施設】】】】    

             

 
（２）－１共同施設（組合名：                ） 

             

 
記号（Ａ→Ｚ）          （（（（記号欄記号欄記号欄記号欄はははは，，，，被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた施設施設施設施設ごとにごとにごとにごとにＡ～ＺＡ～ＺＡ～ＺＡ～Ｚのののの順順順順でアルファベットでアルファベットでアルファベットでアルファベット記号記号記号記号をををを振振振振ることることることること）））） 

 
共同施設の区分 □事務所・会館 □倉庫 □生産施設 □加工施設 □販売施設 □検査施設 □共同作業場 □原材料置場 □その他 

 

共同施設内訳のうち該当

する施設 
        施設名         

 
所在地         

 
種類・構造         用途         延床面積     

 

被災前の施設の能力（保

管，生産等の能力）及び事

業規模・利用状況 

施設の能力： 

 

事業規模・利用状況： 

施設を利用する組合員数

（員外利用がある場合は

員外利用者数を別記） 

      名・団体 

 

（他員外 名・団体） 

 

 計    名・団体 

 

被害の概要 

（施設及び敷地内） 

        

 
り災証明書の有無 

□ 有（証明書の写しを添付）  □ 無 

（証明書の有無に関わらず，施設の被害状況の詳細がわかる資料・写真等を添付すること） 

 

復旧事業の内容 

復旧事業区分     

 

□ 修理・修繕 

 

□ 建替 

 

 

 復旧事業経費（円・税込）     
 

 円 

 
※※※※1) 1) 1) 1) 本事業本事業本事業本事業によりによりによりにより復旧復旧復旧復旧をををを行行行行うううう施設施設施設施設（（（（建物建物建物建物・・・・建物以外建物以外建物以外建物以外のののの工作物工作物工作物工作物））））ごとにごとにごとにごとに記入記入記入記入することすることすることすること。。。。複数複数複数複数のののの施設施設施設施設がががが被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合はははは，，，，別別別別シートをシートをシートをシートを追加追加追加追加しししし，，，，それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ記入記入記入記入するこするこするこするこ

とととと。（。（。（。（例例例例：：：：建物建物建物建物((((生産施設生産施設生産施設生産施設)A)A)A)A，，，，建物建物建物建物（（（（倉庫倉庫倉庫倉庫））））BBBB，，，，建物以外建物以外建物以外建物以外のののの工作物工作物工作物工作物（（（（共同作業場共同作業場共同作業場共同作業場））））CCCC・・・・・・・・・・・・・・・・等等等等））））    

※※※※２２２２））））被災前被災前被災前被災前のののの施設施設施設施設のののの能力及能力及能力及能力及びびびび事業事業事業事業規模規模規模規模はははは，，，，本来本来本来本来のののの施設施設施設施設のののの保管保管保管保管，，，，生産等能力生産等能力生産等能力生産等能力とととと実際実際実際実際のののの事業規模事業規模事業規模事業規模をををを対比対比対比対比してしてしてして記入記入記入記入することすることすることすること。。。。またまたまたまた，，，，施設施設施設施設をををを利用利用利用利用するするするする組合員数組合員数組合員数組合員数にににに員外員外員外員外

利用者利用者利用者利用者があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは，，，，資料資料資料資料をををを添付添付添付添付してしてしてして別紙等別紙等別紙等別紙等によりによりによりにより状況状況状況状況をををを説明説明説明説明することすることすることすること。。。。    

※※※※３３３３））））復旧事業復旧事業復旧事業復旧事業のののの内容内容内容内容にはにはにはには，，，，復旧事業区分復旧事業区分復旧事業区分復旧事業区分にににに応応応応じてじてじてじて，，，，以下以下以下以下のののの内容内容内容内容をををを明記明記明記明記することすることすることすること。。。。またまたまたまた，，，，事業事業事業事業内容内容内容内容やややや事業区分事業区分事業区分事業区分がががが適正適正適正適正であることであることであることであることをををを証証証証するするするする書類書類書類書類をををを添付添付添付添付することすることすることすること。。。。    

（（（（修理修理修理修理・・・・修繕修繕修繕修繕のののの場合場合場合場合））））補強補強補強補強・・・・補修補修補修補修箇所箇所箇所箇所，，，，施工完了施工完了施工完了施工完了（（（（予定予定予定予定））））年月日年月日年月日年月日    

（（（（建替建替建替建替のののの場合場合場合場合））））建築建築建築建築にににに要要要要するするするする手続手続手続手続きききき状況状況状況状況，，，，建築制限建築制限建築制限建築制限のののの有無有無有無有無，，，，施工完了施工完了施工完了施工完了（（（（予定予定予定予定））））年月日年月日年月日年月日    

    

    

 

 

 



 
2222----2222    復旧事業復旧事業復旧事業復旧事業をををを行行行行うううう施設施設施設施設のののの内容内容内容内容        【【【【共同設備共同設備共同設備共同設備】】】】    

               

 
（２）－２共同設備（組合名：                   ） 

            

 
記号 № 被災設備の名称 台数 被害の概要，程度 

復旧事

業区分 

復旧事業の内容／仕様 

（メーカー名，型式，機能・性能等） 

復旧事業経費

（円・税込み） 

 
          

□修理・

修繕 

□入替 

  

  
  

 
          

□修理・

修繕 

□入替 

  

  
  

 
          

□修理・

修繕 

□入替 

  

  
  

 
          

□修理・

修繕 

□入替 

  

  
  

 
              合計   

 
※※※※1) 1) 1) 1) 被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた施設内施設内施設内施設内のののの設備設備設備設備のののの場合場合場合場合，，，，施設施設施設施設をををを特定特定特定特定するためするためするためするため，，，，記号欄記号欄記号欄記号欄はははは，，，，2222----1111「「「「共同施設共同施設共同施設共同施設」」」」でででで記入記入記入記入したアルファベットしたアルファベットしたアルファベットしたアルファベット記号記号記号記号（（（（AAAA～～～～ZZZZ））））とととと一致一致一致一致させることさせることさせることさせること。。。。    

 
※※※※2) 2) 2) 2) №№№№欄欄欄欄はははは，，，，被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた設備設備設備設備ごとにごとにごとにごとに，，，，１１１１からからからから順番順番順番順番にににに番号番号番号番号をををを振振振振ることることることること。。。。    

           

 
※※※※3) 3) 3) 3) 復旧事業復旧事業復旧事業復旧事業のののの内容内容内容内容／／／／仕様欄仕様欄仕様欄仕様欄にはにはにはには，，，，復旧事業区分復旧事業区分復旧事業区分復旧事業区分にににに応応応応じてじてじてじて，，，，以下以下以下以下のののの内容内容内容内容をををを明記明記明記明記することすることすることすること。。。。またまたまたまた，，，，事業内容事業内容事業内容事業内容やややや事業区分事業区分事業区分事業区分がががが適正適正適正適正であることであることであることであることをををを証証証証するするするする書類書類書類書類をををを添付添付添付添付するこするこするこするこ

とととと。。。。    

            （（（（修理修理修理修理・・・・修繕修繕修繕修繕のののの場合場合場合場合））））修理修理修理修理・・・・修繕箇所修繕箇所修繕箇所修繕箇所，，，，見積書等取得見積書等取得見積書等取得見積書等取得のののの有無有無有無有無，，，，施工完了施工完了施工完了施工完了（（（（予定予定予定予定））））年月日年月日年月日年月日，，，，設置場所設置場所設置場所設置場所がががが異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合はははは新新新新たなたなたなたな設置場所設置場所設置場所設置場所    

            （（（（入替入替入替入替のののの場合場合場合場合））））見積書等取得見積書等取得見積書等取得見積書等取得のののの有無有無有無有無，，，，入替完了入替完了入替完了入替完了（（（（予定予定予定予定））））年月日年月日年月日年月日，，，，設置場所設置場所設置場所設置場所がががが異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合はははは新新新新たなたなたなたな設置場所設置場所設置場所設置場所    

 

 



3333----1111    復旧事業経費復旧事業経費復旧事業経費復旧事業経費のののの配分配分配分配分（組合名：                   ）    
     

１．共同施設 
 

２．共同設備 

記号 施設名称 
復旧事業経費 

（円・税込）  
記号 № 設備名称 

復旧事業経費 

（円・税込） 

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

合計金額（A）   
 

合計金額（B）   

※※※※1) 21) 21) 21) 2----1111「「「「共同施設共同施設共同施設共同施設」」」」でででで記入記入記入記入したしたしたした内容内容内容内容とととと一致一致一致一致させることさせることさせることさせること。。。。    
    

※※※※1) 21) 21) 21) 2----2222「「「「共同設備共同設備共同設備共同設備」」」」でででで記入記入記入記入したしたしたした内容内容内容内容とととと一致一致一致一致させることさせることさせることさせること。。。。    

３．経費の配分 
     

補助事業に要す

る経費（円・税込） 

補助対象経費

（円・税込） 

負 担 区 分 
消費税額等仕入控

除税額（円） 

補助金申請額－消

費税額等仕入控除

税額（円） 
組合負担額

（円） 

補助金申請額

（円） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（≦20,000,000） 

 

備 考 

 

 

 

※※※※1)1)1)1)    共同施設及共同施設及共同施設及共同施設及びびびび共同設備共同設備共同設備共同設備のののの復旧事業経費復旧事業経費復旧事業経費復旧事業経費についてについてについてについて，，，，    2222----1111「「「「共同施設共同施設共同施設共同施設」，」，」，」，2222----2222「「「「共同設備共同設備共同設備共同設備」」」」でででで記入記入記入記入したしたしたした内容内容内容内容とととと整合整合整合整合させるこさせるこさせるこさせるこ

とととと。。。。    

※※※※2) 2) 2) 2) 原則的原則的原則的原則的にはにはにはには，，，，「「「「補助事業補助事業補助事業補助事業にににに要要要要するするするする経費経費経費経費」＝「」＝「」＝「」＝「共同施設共同施設共同施設共同施設のののの合計金額合計金額合計金額合計金額（（（（AAAA））））」＋「」＋「」＋「」＋「共同設備共同設備共同設備共同設備のののの合計金額合計金額合計金額合計金額（（（（BBBB））））」」」」    

※※※※3) 3) 3) 3) ３３３３．．．．経費経費経費経費のののの配分配分配分配分でででで「「「「補助事業補助事業補助事業補助事業にににに要要要要するするするする経費経費経費経費」＝」＝」＝」＝    「「「「補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費」」」」とならないとならないとならないとならない場合場合場合場合はははは，，，，備考欄備考欄備考欄備考欄にににに理由理由理由理由をををを明記願明記願明記願明記願いますいますいますいます。。。。    

※※※※4) 4) 4) 4) 「「「「組合負担額組合負担額組合負担額組合負担額」＝「」＝「」＝「」＝「補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費」」」」××××1/1/1/1/2222（（（（端数切捨端数切捨端数切捨端数切捨てててて），），），），    「「「「補助金申請額補助金申請額補助金申請額補助金申請額」＝「」＝「」＝「」＝「補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費」－「」－「」－「」－「組合負担額組合負担額組合負担額組合負担額」」」」        

※※※※5) 5) 5) 5) 「「「「消費税額等仕入控除税額消費税額等仕入控除税額消費税額等仕入控除税額消費税額等仕入控除税額」」」」及及及及びびびび「「「「補助金申請額補助金申請額補助金申請額補助金申請額－－－－消費税額等仕入控除税額消費税額等仕入控除税額消費税額等仕入控除税額消費税額等仕入控除税額」」」」についてはについてはについてはについては，，，，補助対象補助対象補助対象補助対象経費経費経費経費をををを消費税消費税消費税消費税

をををを含含含含むむむむ金額金額金額金額としてとしてとしてとして補助金申請額補助金申請額補助金申請額補助金申請額をををを算出算出算出算出しししし，，，，控除額控除額控除額控除額はははは申請時申請時申請時申請時においてにおいてにおいてにおいて明明明明らかならかならかならかな場合場合場合場合のみのみのみのみ控除控除控除控除ししししてててて積算内訳積算内訳積算内訳積算内訳をををを添付添付添付添付することすることすることすること。。。。    

※※※※6) 6) 6) 6) 記入内容記入内容記入内容記入内容はははは，，，，補助金交付申請書補助金交付申請書補助金交付申請書補助金交付申請書（（（（様式第様式第様式第様式第１１１１））））のののの記記記記載金額載金額載金額載金額とととと整合整合整合整合させさせさせさせることることることること。。。。    



 
3333----2222    復旧事業復旧事業復旧事業復旧事業のののの内容内容内容内容    

          

 
（組合名：                 ） 

            

 
復旧事業の内容 

        

 
特筆すべき事項  □遡及申請  □原形復旧  □構造変更  □規模変更  □合築  □移転  □施設等全て流失   

 
実施スケジュール 

        

 
復旧事業に係る資金計画等 

        

 
震災による影響等 

        

 

 

 

 

 

 



 
4444----1111    補助要件補助要件補助要件補助要件のののの確認確認確認確認    

                  
 

 
（１）利用構成員（組合員）１人当たりの復旧事業経費（組合名：                   ）        

 

 

共同施設の復旧事業経費総

額（Ｂ）／組合の利用構成員

（組合員）数（Ａ）＝１０万円以

上 

組合の利用構成員（組合員）総数（Ａ）   名   
 

 内訳 
施設復旧事業経費  円  

 

 
設備復旧事業経費  円  

 

 
合計（Ｂ）     円         

 

 
（Ｂ）／（Ａ）     

 

 

※※※※1) 1) 1) 1) 信用協同組合信用協同組合信用協同組合信用協同組合においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，下記下記下記下記のののの「「「「(2)(2)(2)(2)利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員のののの被災率被災率被災率被災率」」」」とともにとともにとともにとともに本表本表本表本表によるによるによるによる確認確認確認確認のののの必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。    

※※※※2222) ) ) ) 施施施施設復旧事業経費及設復旧事業経費及設復旧事業経費及設復旧事業経費及びびびび設備復旧事業経費設備復旧事業経費設備復旧事業経費設備復旧事業経費はははは，，，，それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ 3333----1111「「「「復旧事業経費復旧事業経費復旧事業経費復旧事業経費のののの配分配分配分配分」」」」でででで記入記入記入記入したしたしたした金額金額金額金額とととと一致一致一致一致させることさせることさせることさせること。。。。    

※※※※3333) ) ) ) 利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員（（（（組合員組合員組合員組合員））））数数数数はははは，，，，1111----1111「「「「事業内容事業内容事業内容事業内容」（」（」（」（１１１１））））組合組合組合組合のののの概要概要概要概要でででで記入記入記入記入したしたしたした被災前被災前被災前被災前のののの員数員数員数員数とととと一致一致一致一致させることさせることさせることさせること。。。。        
    

 
（２）利用構成員の被災率（（（（必要必要必要必要なななな場合場合場合場合のみのみのみのみ記入記入記入記入）））） 

                

 

被災した利用構成員 

（組合員）名 
事業所又は主要な事業用資産の所在地 

被災した事業所又は事業

用資産名 
被災の程度 

 

 
      

□全壊 □流失 □半壊 □床上浸水  

□その他これらに準ずる損害 

（            ） 
 

 
      

□全壊 □流失 □半壊 □床上浸水  

□その他これらに準ずる損害

（            ） 
 

 
      

□全壊 □流失 □半壊 □床上浸水  

□その他これらに準ずる損害

（            ） 
 

 

被災した利用構成員 

（組合員）数（Ｃ） 
  名 

組合の利用構成員（組合

員）数（Ｄ） 
  名 

（Ｃ）／（Ｄ） 

（全体の３割以上） 
  ％ 

 

 

※※※※1)1)1)1)    上記上記上記上記「（「（「（「（１１１１））））利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの復旧事業経費復旧事業経費復旧事業経費復旧事業経費」」」」でででで（Ｂ）／（Ａ）（Ｂ）／（Ａ）（Ｂ）／（Ａ）（Ｂ）／（Ａ）がががが１０１０１０１０万円未満万円未満万円未満万円未満だっただっただっただった場合場合場合場合のみのみのみのみ記入記入記入記入することすることすることすること。。。。    

※※※※2)  2)  2)  2)  「「「「被災被災被災被災のののの程度程度程度程度」」」」欄欄欄欄にににに示示示示したしたしたした損害程度損害程度損害程度損害程度をををを明明明明らかにらかにらかにらかに下回下回下回下回るるるる軽微軽微軽微軽微なななな利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員のののの被災被災被災被災についてはについてはについてはについては記入記入記入記入しないことしないことしないことしないこと。。。。    

※※※※3)  3)  3)  3)  りりりり災証明書等災証明書等災証明書等災証明書等，，，，記入記入記入記入したしたしたした事業所又事業所又事業所又事業所又はははは事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産にににに係係係係るるるる被災被災被災被災のののの証明書証明書証明書証明書をををを添付添付添付添付することすることすることすること。。。。    

※※※※4) 4) 4) 4) 利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員（（（（組合員組合員組合員組合員））））数数数数はははは，，，，1111----1111「「「「事業内容事業内容事業内容事業内容」（」（」（」（１１１１））））組合組合組合組合のののの概要概要概要概要でででで記入記入記入記入したしたしたした被災前被災前被災前被災前のののの員数員数員数員数とととと一致一致一致一致させることさせることさせることさせること。。。。                



様式第２ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

 組合名 

 代表理事          殿 

 

                        宮城県知事  

 

平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付決定通知書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付申請のあった標記の補助金について

は，被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱第７条の規定に基づき下記の

とおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１．補助金の交付対象となる事業及びその内容は，平成  年  月  日付け 第  号

をもって申請があった被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付申請書（以下

「申請書」という。）の記載の通りとする。 

２．補助事業に要する経費及び補助金の額は，次のとおりとする。ただし，補助事業の内容

が変更された場合における補助事業に要する経費及び補助金の額については，別に通知す

るところによるものとする。 

    補助事業に要する経費  金          円 

    補 助 金 の 額            金          円 

３．補助事業に要する経費の配分及び配分された経費に対応する補助金の額の区分は，申請

書の記載の通りとする。 

４．被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）

第９条ただし書きに規定する補助事業の内容及び経費の配分の変更のうち軽微な変更とは，

前記１．により定められた事業内容のうち， 

 ① 復旧事業に要する経費（補助金の交付の対象となる経費に限る）の１０パーセント以

内の減少の変更である場合。 

 ② 事業計画の細部を変更する場合。 

５．補助金の額の確定は，補助対象事業に要した実支出額の２分の１を乗じて得た額又は補

助金の上限額である２，０００万円以内の交付決定額のいずれか低い額とする。 

６．補助事業者は，交付要綱第１条に掲げる法令及び交付要綱で定めるところに従わなけれ

ばならない。 

７．補助金に係る消費税相当額については，交付要綱の定めるところにより，消費税等仕入

控除税額が明らかになった場合には，当該消費税等仕入控除税額を減額することとなる。 



様式第３ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

 

宮城県知事          殿 

 

                          名称 

                          代表者 

 

     平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金に係る 

     補助事業の内容（経費の配分）の変更承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付決定通知があった上記の補助事業の

内容（経費の配分）を下記のとおり変更したいので，被災中小企業組合等共同施設等復旧支

援費補助金交付要綱第９条の規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

 

 

２．変更の内容 

 (1) 補助事業の内容 

      変  更  前       変  更  後 

  

  

  

  

  

  

 

（注）１．補助事業計画書に準じて記入のこと。 

    ２．本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 

 

 



(2) 経費の配分 

 

 被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金                  

                                   （単位：円） 

組合の名称 
補助事業に

要する経費 

補助対象経

費 

負 担 区 分 

備考 
 

組合負担額 補助金申請額 

 変 更

前 
変 更

後 
変 更

前 
変 更

後 
変更前 変更後 変更前 変更後  

          

合計 
         

 

 

 

(3) 補助事業完了予定期日 

         変更前  平成  年  月  日  

         変更後  平成  年  月  日 

 



様式第４ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

 

 宮城県知事          殿 

 

                         名称 

                         代表者 

 

     平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金に係る 

     補助事業の中止（廃止）承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付決定通知があった上記の補助事業を

下記の理由により中止（廃止）したいので，被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助

金交付要綱第１１条の規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１． 組合名 

 

２．中止（廃止）する理由 

 

３．中止の期間（廃止の時期） 

 

 

（注）本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 

 

 



様式第５ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

 

 宮城県知事          殿 

 

                         名称 

                         代表者 

 

     平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金に係る 

     補助事業遅延等報告書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付決定通知があった上記の補助事業に

ついて，下記のとおり事故があったので，被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金

交付要綱第１２条の規定に基づき報告します。 

 

記 

 

１．補助事業の進ちょく状況 

 

２．事故の内容及び原因 

 

３．事故に係る金額          円 

 

４．事故に対する措置 

 

５．補助事業の遂行及び完了の予定 

 

 

 

（注）１．事故の理由を立証する書類を添付すること。 

  ２．本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 

 

 

 



様式第６ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

 

 宮城県知事          殿 

 

                         名称 

                         代表者 

 

平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金に係る 

      補助事業遂行状況報告書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付決定通知があった上記の補助事業の

遂行状況を被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱第１４条の規定に基づ

き下記のとおり報告します。 

 

記 

 

                                                            （金額単位：円） 

 

補 助 金 交 付 決 定            

概算払年月日 概算払金額 事業遂行状況 

 

 
通知年月日 通 知 額 

     

 

（注）本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 

 



様式第７ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

 

宮城県知事          殿 

 

                         名称 

                         代表者 

 

平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金に係る 

    補助事業の実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付決定通知があった上記の補助事業を

完了（廃止）しましたので，被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱第１

５条の規定に基づき下記の書類を添えて報告します。 

 

記 

 

 被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金支出表         （単位：円） 

組合の名称 

補助事業に

要した経費 

補助対象経

費 
負 担 区 分 

備考 
 

組合負担額 補助金額 

      

合計 
     

 (注) 実績報告書において，次の算式を明記すること。 

       補助金所要額－消費税等仕入控除額＝補助金額 

 

（注）本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 

 



様式第８－１ 

 

                                                   第       号 

平成  年  月  日 

 

  宮城県知事          殿 

 

                                       名称 

                         代表者 

 

平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金の概算払請求書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付決定通知があった上記補助金につい

て，被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱第１７条の規定に基づき下記の

とおり請求します。 

 

記 

 

金           円 

 

１．交付決定額 

２．概算払受領済額 

３．今回請求額 

４．残   額 

 

（注）本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 

 



様式第８－２ 

 

                                                   第       号 

平成  年  月  日 

 

  宮城県知事          殿 

 

                                       名称 

                         代表者 

 

平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金の清算払請求書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付決定通知があった上記補助金につい

て，被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱第１７条の規定に基づき下記の

とおり請求します。 

 

記 

 

金           円 

 

１．交付決定額 

２．補助金確定額 

３．概算払受領済額 

４．今回請求額 

５．残   額 

 

 

（注）本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第９ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

  

 宮城県知事          殿 

 

                          名称 

                          代表者 

 

平成  年度消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

 被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱第２０条第１項の規定に基づき，

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．補助金額（知事が確定通知書により通知した額）                円 

 

２．補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額        円 

 

３．消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地 

方消費税に係る仕入控除税額                          円 

 

４．補助金返還相当額（３．－２．）                        円 

 

（注）１．別紙として積算の内訳を添付すること。 

   ２．課税事業者の場合であっても，単純に補助金の５パーセント相当額が消費税及び

地方消費税に係る仕入控除による減額等の対象額ではない。 

３．本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 

 

 

 



様式第１０ 

 

第       号 

平成  年  月  日 

 

宮城県知事          殿 

 

                           名称 

                           代表者 

 

     平成  年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金に係る 

     取得財産等の処分承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け 第  号をもって交付決定の通知があった上記補助事業に

より取得した財産等を下記のとおり処分したいので，被災中小企業組合等共同施設等復旧支

援費補助金交付要綱第２２条第３項の規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１．組合名 

 

２．取得資産の品目及び取得年月日 

 

３．取得価格及び時価 

 

４．処分の方法 

 

５．処分の理由 

 

 

 

 

 

（注）本様式は，日本工業規格Ａ４判とすること。 


